
32  申告所得税

　　２－３   所得種類別人員及び所得金額

申 告 納 税 額

主 た る も の （ 主 た る も の ）

人 人 人 千円 千円 千円

51,729           外 1,218 5,984         外 1,278,267  187,181,471       12,121,595

3,113             外 3,480 22,758       外 1,578,748  17,431,535         422,135

54,842           外 4,698  28,742       外 2,857,015   204,613,006        12,543,730

14                 外 -       236           外 -              155,375             5,480

169               外 -       8,968         外 -              6,446,003           185,700

14,398           外 1,039 30,815       外 520,592     95,004,353         6,127,387

77,863           外 -       19,180       外 -              415,931,432       12,121,150

97                 外 515    481           外 333,577     843,418             24,787

1,985             外 -       10,806       外 -              12,736,505         627,515

26,807           外 -       38,605       外 -              74,917,991         1,192,322

-                   外 -       -               外 3,475,179  1,066,421           -                         

176,175          外 6,252  137,833      外 7,186,363   811,714,505        32,828,070            

11                 外 -       47             外 -              89,369               1,648

100               外 -       259           外 -              1,811,193           41,038

30                 外 26      131           外 -              301,003             56,878

3,835             外 62      1,152         外 -              52,982,497         8,940,671

1,011             外 -       3,056         外 -              12,195,845         928,561

181,162          外 6,340  142,478      外 7,186,363   879,094,412        42,796,866            

2    外書は、損失額のある者の人員及びその損失額を掲げた。

3

調査対象等 ： 平成15年分の申告所得税の納税者について、平成16年3月31日現在の合計所得を所得の種類別に区分して、人員、所得

金額の状況を示した。

計

総 計

配 当 所 得

不 動 産 所 得

給 与 所 得

退 職 所 得

所 得 金 額

利 子 所 得

人 員

従 た る も の
区 分

事

業

所

得

営 業 等 所 得

農 業 所 得

所得種類別人員及び所得金額の状況

分 離 短 期 譲 渡 所 得

分 離 長 期 譲 渡 所 得

株 式 等 の 譲 渡 所 得 等

山 林 所 得

一 時 所 得

雑 所 得

（損益通算による差額分）

総 合 譲 渡 所 得

合 計

１人で２以上の種類の所得を併有する場合は、各種類の所得金額のうち最も大きいものを「主たるもの」欄に、その他のもの

を「従たるもの」欄にそれぞれ該当する種類ごとに１人として掲げた。

（注） 1

所得金額は、特後所得（特典控除のことで、青色事業専従者控除等の青色申告の特典又は事業専従者控除額を控除した

後の金額をいう。）で示されている。

   なお、所得金額は、主たるもの及び従たるものを区分することなく、各種類ごとの所得金額の合計額を掲げた。

また、申告納税額（主たるもの）は、各種類の所得のうち「主たるもの」に該当した所得の種類に、その者に係る申告納税額

を掲げた。
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